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*********** 

はじめに 

*********** 
 
 食品衛生法の改定で、2006年 5 月 29日から、残留農薬等のポジティブリスト制度が実施されま
した。農薬・動物用医薬品・飼料添加物799種について、食品中の残留基準が設定され、基準のな
い農薬等と食品の組合せについては、すべて、一律基準（人の健康を損なうおそれのない量に対
応）0.01ppm以下が適用されることになりました。 
 その後、対象農薬等の追加、残留基準値の変更、公定分析方法の開発、健康影響評価の実施によ
るＡＤＩの設定及び暫定基準の本基準化が進められています。 
 私たちは、05 年 5 月に、脱農薬てんとう資料集第３号＜残留農薬ポジティブリスト制度につい
て＞を発刊、残留農薬の摂取を減らすという視点のないことなど、制度の問題点を批判してきまし
た。 
 制度実施後、1 年半以上がたちましたが、輸入食品の基準超えは、チェックが厳しくなったせい
か、増えていますし、国産品についても、制度実施以前ならば、フリーパスだった農薬が分析され
た結果、基準違反となった事例もでています。 
 日本では、農薬取締法違反になる適用外使用をせず、使用時期・回数や希釈倍率などラベル記載
事項を遵守すれば、基準をクリアし、食品衛生法違反にならないことになっています。また、ドリ
フト対策や水田での適切な水管理等で、意図しない農作物の汚染防止が指導されてもいます。しか
し、残留基準や一律基準を超える事例は跡を絶ちません。 
 ドリフト防止といいながら、非対象農作物圃場との間の緩衝幅の設定もなく、地上よりも高濃度
で散布する無人ヘリコプターの利用が増えている現実を見過ごすことは出来ません。 
 水系汚染の結果、魚介類に農薬が残留することになりますが、流域での農薬使用量を減らすので
なく、本来なら一律基準以下であるべきなのに、高い数値の残留基準を設定して、魚介類を市場に
流通させるという本末転倒がまかり通っています。 
 さらに、土壌に残留した農薬が後作物へ移行する例が各地で報告されています。 
 
 本書の第１章では、ポジティブリスト制度以前の残留農薬の実態を知る意味で、東京都、農水省、
厚労省の調査結果を述べ、第２章では、農薬の散布区域外へのドリフトや魚介類への蓄積、登録保
留基準の策定などの基礎資料となる環境省の大気、水質、土壌汚染調査結果の概要を紹介しました。
第３章では、ポジティブリスト制度施行後の残留基準や一律基準違反事例を国産品と輸入品に分け
て示しました。第４章では、現在、食品安全委員会により実施されつつある、ＡＤＩの評価や残留
基準等の見直しを踏まえ、今後のポジティブリスト制度のあり方に言及しました。第５章は、東京
都健康安全研究センター年報にある約 1200 件の残留データを農作物別にまとめるとともに、東京
都と農水省の最近の調査結果を転載、さらにウエブサイトのリンク集を付け加えました。 
 なお、食品名、農作物名、農薬名などから、残留実態を知りたい場合は、ｐｄｆファイルの検索
機能を使ってください（カタカナ及びアルファベトの検索語は半角空白で区切りをいれて、全角と
半角の両方で、いずれかの語が一致するような検索をお勧めします）。また、本資料集に出てくる
個々の農薬の毒性については、『農薬毒性の事典第３版』(三省堂刊行)を参考にしてください。 
 
 残留基準や一律基準などの基準超えは、農薬による危害のひとつであるとの認識のもとで、脱農
薬をめざすこの資料集を食品のの安心・安全確保のために、役立てていただければ幸いです。 

反農薬東京G
【ドリフト】農薬を圃場等に散布した場合、対象外の農作物や生活環境へ、農薬成分が飛散することをいう。

反農薬東京G
【ＡＤＩ】Acceptable Daily Intakeの略。一日摂取許容量でさまざまな毒性試験から得た無毒性量を安全係数で除した値で、人が一生涯にわたり摂取しても健康に影響のない量とされている。

反農薬東京G
【一律基準】ポジティブリスト制度で、残留基準の設定されていない農薬等と食品の組合せに適用される基準で、0.01ppmに策定されている。

反農薬東京G
【登録保留基準】農薬を登録する際の評価基準で、農薬取締法に基づき、環境大臣が設定する。水質汚濁に係る登録保留基準、水産動植物に対する毒性に係る登録保留基準、土壌残留に係る登録保留基準がある。

http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/jimu/book6.htm
http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/jimu/shiryou3.htm
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